
【例1】　H29.10.5に出生した子について、男性組合員が申出を行った場合

①出生した月に申出を行った場合（本来の対象期間）
年
月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

養育特例
△ △

子の出生日 3歳
申出日

②H31.10に申出を行った場合
年
月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

養育特例
△

△ ▲ 3歳
子の出生日 申出日

⇒対象期間に含まれない月は発生しない。

③H31.11に申出を行った場合
年
月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

養育特例
対象外 ▲ △
△ 申出日 3歳

子の出生日
⇒H29.10は、対象期間に含まれない。

④H31.12に申出を行った場合
年
月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

養育特例
▲ △

△ 申出日 3歳
子の出生日

⇒H29.10・11は、対象期間に含まれない。

別　紙

H30 H31

H32

対象期間

H30 H31

24月

対象外

24月

H30 H31 H32

H30 H31 H32

対象期間

対象期間

対象期間

24月

H32

H29

H29

H29

H29

H29.10（出生日の属する月）からH32.9（3歳

の生年月日の前月）までが、本来の対象期間。

申出が遅れた場合、申出日の属する月の前月から

24月以内の月が対象期間となる。

1



⑤H32.7に申出を行った場合
年
月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

養育特例
▲ △

△ 申出日 3歳
子の出生日

⇒H29.10～H30.6は、対象期間に含まれない。

⑥H32.12に申出を行った場合
年
月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

養育特例

△ △ ▲
子の出生日 3歳 申出日

⇒H29.10～H30.11は、対象期間に含まれない。

【例2】H27.1.5に出生した子について、男性組合員が申出を行った場合

①H27.10月に申出を行った場合（本来の対象期間）
年
月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

養育特例
△ △ △

子の出生日 制度開始 3歳
申出日

24月

24月

対象外
対象期間

H30 H31 H32

H27 H28 H29

H31 H32

対象外
対象期間

H30

対象期間

H29

H29 H30

一元化前に出生した子の場合

3歳到達後に申し出た場合も、申出日の属する月

の前月から24月以内の月が対象期間となる。

H27.10からH29.12（3歳の生年月日

の前月）までが、本来の対象期間。
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②H29.10に申出を行った場合
年
月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

養育特例
△ ▲ △

子の出生日 △ 申出日 3歳
制度開始
⇒対象期間に含まれない月は発生しない。

③H29.11に申出を行った場合
年
月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

養育特例
△ 対象外 ▲ △

子の出生日 △ 申出日 3歳
制度開始
⇒H27.10は、対象期間に含まれない。

④H29.12に申出を行った場合
年
月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

養育特例
△ ▲ △

子の出生日 △ 申出日 3歳
制度開始
⇒H27.10・11は、対象期間に含まれない。

⑤H30.3に申出を行った場合
年
月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

養育特例
△ △ 対象外

子の出生日 制度開始 △ ▲
⇒H27.10～H28.2は、対象期間に含まれない。 3歳 申出日

24月

対象期間

24月

H27

対象外

対象期間

24月

24月

H27 H28 H29

H28 H29 H30

H27 H28 H29 H30

対象期間

H30

H27 H28 H29 H30

対象期間

H29.11以後に申し出ると対象

外となる期間が発生する。
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【例3】H24.11.1に出生した子について、男性組合員が申出を行った場合

①H27.10月に申出を行った場合
年 ～
月 10 11 ～ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

養育特例 対象
期間

△
子の出生日 制度開始

申出日

②H29.10月に申出を行った場合
年 ～
月 10 11 ～ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

養育特例 対象
期間

△ ▲
子の出生日 申出日

制度開始
申出日

③H29.11月に申出を行った場合
年 ～
月 10 11 ～ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

養育特例
対象外 ▲

△ 申出日
子の出生日 制度開始

申出日
⇒H27.10は対象期間に含まれず、対象期間は発生しない。

△　△
3歳

△　△
3歳

H24 H27

24月

H24

3歳

H24 H27 H28

△　△

H27 H28 H29

24月

H29

H28 H29

H27.10のみが、対象期間。

事例の場合、H29.11以後に申

し出ると対象外となる。
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